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意見提出者 個人 

 
１．項目 公職選挙法 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

公職選挙法によって、選挙運動期間中にネットを選挙運動に用いることが

完全に禁止されている。２００９年７月２１日に閣議決定された答弁書

（http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/toup

/t171234.pdf 参照）により、twitterの利用まで公職選挙法違反であると

いう政府見解が示されている。 

 選挙運動期間中の選挙運動に関するネット上の掲示は全て、公職選挙法

の第１４６条で規制の対象となっている文書図画の掲示とされ、完全に禁

止されているが、これは、インターネットにおける正当な情報利用を阻害

する一大規制となっている。 

 第１４８条で、選挙の公正を害しない限りにおいて新聞・雑誌に対し報

道・評論を掲載する自由を妨げるものではないと明文で規定しているが、

新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つ

て定期に有償頒布するものであり、第三種郵便物の承認のあるものであり、

当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年以来そうであったもので、

引き続き発行するものと、ブログ等は無論のこと、大手ネットメディアで

すら入らない、あまりにも狭い規定となっている。第１５１条の３で放送

についても同様の規定があるが、放送法を参照しており、当然のことなが

ら、動画サイトなどは入らないと考えられる。 

 紙媒体であろうが、インターネットだろうが、実名だろうが、匿名だろ

うが、報道・批評・表現の本質に変わりはない。表現の自由は、憲法に規

定されている権利であり、民主主義を支える最も重要な自由として、その

代表を選ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおいて、あらゆる媒

体に最大限認められなくてはならないものであることは言うまでもない。

もし、公職選挙法が杓子定規に解釈され、各種ネットメディアに不当な規

制の圧力がかけられるようなら、公職選挙法自体憲法違反とされなくては

ならない。 

 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

公職選挙法 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

・第１４２条と第１４３条の認められる文書図画の頒布・掲示の中に、電

子メール・ブログ・動画サイト等様々なネットサービスの利用類型を追加

すること等により、公職選挙法第１４６条の規制を緩和し、ネット選挙を

解禁する。 

・公職選挙法第１４８条の規制を緩和し、新聞等に加えてネットにおける
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の提案 報道及び評論の自由も明文で認め、民主主義を支える最も重要な自由とし

て、その代表を選ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおいて、ネ

ットメディア、動画サイト、ブログ等における表現の自由を最大限確保す

る。 

 

 


